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自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 

（会社法第 156 条に基づく自己株式の取得） 

 

当社は、本日 2015年 7月 31 日開催の取締役会において、会社法第 156 条の規定に基づく自己株式に係る

事項について決議いたしましたので下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

１．取得の目的 

当社は、資本効率の向上と株主への一層の利益還元のため、および経営環境の変化などに対して機動

的な資本政策の遂行を可能とするために、2015年 6月 19 日開催の定時株主総会において、会社法第

156条の規定に基づく自己株式の取得に関する決議を行っております。この定時株主総会決議を受け、

2015年7月31日開催の取締役会において、自己株式の具体的な取得方法について決議いたしました。 

 

2．取得に係る事項の内容 

（1）取得対象株式の種類     普通株式 

（2）取得しうる株式の総数 500万株（上限） 

    （発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 0.63％） 

（3）株式の取得価額の総額 300億円（上限） 

（4）取得方法   証券会社による投資一任方式 

（5）取得期間   2015年 8月 17日 ～ 2015年 10 月 30日 

 

以  上 

（ご参考）2015年 6月 30日時点の自己株式の保有 

・発行済株式総数（自己株式を除く）  797,824,254 株 

・自己株式数     86,244,459 株 

 

     2015年 6月 19日開催の定時株主総会での決議内容 

     ・取得する株式の種類  当社普通株式 

     ・取得する株式の総数  500万株（上限） 

     ・株式の取得価額の総額  300億円（上限） 

     ・取得期間           2015年 6月 20日～2016年 6月 19 日 

 



     2015 年７月 31日現在における進捗状況 

     ・取得した株式の総数      －株 

     ・取得価額の総額      －百万円 

 


